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作成の趣旨                           

 

現代社会を生きる子どもたちにとって、学習を進める上でＩＣＴを有効に活用していく

ことは欠かせません。学校では、GIGA スクール構想の実現により整備された「１人１台

端末」を、有効に活用し、児童・生徒に必要な資質・能力の三つの柱をバランスよく育成

していきます。 

 

また、学校では、家庭等において、児童・生徒が、自分の理解度に合わせ、いつでも自

由に、オンデマンド型の動画教材等を視聴して予習、復習など学習を進めることができる

ように指導・支援します。 

 

さらに、日本語の個別指導が必要な児童・生徒や、様々な理由で学校へ行くことができ

ない児童・生徒など、学校で一斉に学ぶことが難しい児童・生徒にとっても、１人１台端

末を活用した学習は有効であると考えられます。 

 

令和時代における学校の「スタンダード」として、「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善に資するよう、１人１台端末を日常的に活用するとともに、教師が対面

指導と家庭や地域社会と連携した遠隔・オンライン教育とを使いこなすなど、これまでの

実践と ICT とを最適に組み合わせることで、学校教育における様々な課題を解決し、教育

の質の向上につなげていくことが必要です。 

 

このようにＩＣＴを活用した教育活動を展開していくためには、ＩＣＴを熟知した一部

の教員だけでなく、学校全体としてそのスキルを共有し、指導力を向上させることが必要

です。そのためには、例えば、ＩＣＴを熟知した教員が、実際にＩＣＴを活用した授業を

公開するなど、各学校における教員研修の充実が大切となります。 

 

県教育委員会では、各小・中学校において、ＩＣＴを活用した教育活動を進めるにあた

っての留意事項や具体的な活用方法などを取りまとめた「手引き」を作成するとともに、

内容を順次改訂しています。 

 

各市町村教育委員会や学校においては、教員研修等で御活用くださるとともに、児童・

生徒が１人１台端末を有効に活用し、資質・能力の育成に資することができるよう、本手

引きを御活用くださるようお願いします。 
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ＩＣＴ（Information and Communication Technology）とは、情報や通信に関連

する技術一般の総称のことで、一般的には「情報通信技術」と訳されます。なお、文部科

学省作成の資料においては「情報コミュニケーション技術」と訳す場合もあります。「Ｉ

Ｔ（Information Technology：情報技術）」とほぼ同様の意味で用いられていますが、

ＩＴよりコミュニケーションを強調した表現で、国際的には欧州を中心に「ＩＣＴ」が定

着しています。この手引きでは、下図のように「ＩＣＴ」をソフトウェアとハードウェア

を合わせたものとして考えます。 

 

目 次 

神奈川県立総合教育センター 

令和２年度初任者研修講座 

「授業力向上」テキスト 

「教育の情報化」より 



- 1 - 
 

１ ＩＣＴを活用する意義やねらい                 
  

（１）ＩＣＴ活用の基本的な考え方 

 「ＩＣＴの活用」という言葉に、どのようなイメージをもっていますか？ 例えば、児

童・生徒がＩＣＴ端末を自由自在に使って学習を進めたり、パソコンで作品をデザインし

たり、まさに、近未来的な新しい授業の姿をイメージすることが多いのではないでしょう

か。 

 しかし、「ＩＣＴの活用」そのものが、各教科等の指導の目的ではありません。新学習指

導要領に基づき、資質・能力の三つの柱をバランスよく育成するため、児童・生徒や各学

校の実情に応じ、各教科等の特質や学習過程を踏まえて、教材・教具や学習のツールの一

つとしてＩＣＴを積極的に活用し、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に

つなげることが、各教科等の指導におけるＩＣＴ活用の基本的な考え方となります。 

「ＩＣＴを使えば指導が充実する」のではなく、「児童・生徒に必要な資質・能力を育成

するために、どのようにＩＣＴを活用していくことが有効か」を常に考えながら、学校全

体でＩＣＴ活用を推進していきましょう。 

 

（２）ＩＣＴを活用した学習場面 

 

 ＩＣＴ活用の基本的な考え方に基づき、例えば、次の三つの学習場面がＩＣＴを有効に

活用する例として考えられます。 

 

 
 

それぞれの学習場面において、「すべての学習でＩＣＴを活用しなければならない」ので

はなく、「資質・能力の育成に、より効果的な学習場面でＩＣＴを活用する」ことが重要で

す。その際、「このようなことができるかも」「児童・生徒のこのような姿が見られるかも」

といった考えをもちながら、ＩＣＴの活用にチャレンジしていきましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

・「一斉学習」…児童・生徒がより興味関心を高めることができる。 

・「個別学習」…個々の理解や関心等に応じて学習に取り組めるようになる。 

・「協働学習」…児童・生徒同士による意見交換や発表など、互いを高めあう学びを通じ 

て、思考力・判断力・表現力などを育成することができる。 

※詳しくは「３ ＩＣＴを活用した学校等での学習（P10）」に掲載しています。 
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（３）ＩＣＴを使ってできることや効果 

ＩＣＴを効果的に使うことができたなら、どのような変化が現れるでしょうか。「ＩＣＴ

を使ってみてよかった！」の例を見てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

児童・生徒の意欲がわきたつ！ 

・学習のはじめに画像や動画を一斉に見ることで、学習の課題が 

明確になり、児童・生徒が見通しをもって学習に取り組むこと 

ができるようになる。 

・教科書のデジタルコンテンツやインターネット上の動画など、 

新たな教材が加わることで、児童・生徒が興味をもって学習に 

取り組むようになる。 

・授業中に興味をもったことや疑問に思ったことを、すぐにインターネットで調べ

ることができ、主体的に学習に取り組むようになる。 

・休み時間などにも、主体的に調べ、課題に取り組むようになる。 

・児童・生徒の考えなどをＩＣＴで共有することで、他者との意見交換や考えの整

理、グループでの協働制作などが行えるようになる。 

児童・生徒の状況に応じた学習支援ができる！ 

・児童・生徒が板書を画像として保存することや、説明の場面で動画を撮影するこ

とで、いつでも授業を振り返ることができ、学習内容の活用場面や復習におい

て、個々で活用することができる。 

・「書くことが苦手」→「端末での文字入力」、「文字の認識が困難」→「文章の読み

上げソフト」、「話を聞くことが困難」→「字幕付きの映像」など、児童・生徒の

個々の状況に応じた支援ができるようになる。 

・家庭科の裁縫の授業では、ＩＣＴの左右反転機能を活用して、左利きの子どもにも

わかりやすいように手本を見せることができる。 

 

児童・生徒に向き合う時間が生み出せる！ 

・ＩＣＴを活用して教材を作るようになると、データとしての蓄積ができる。ま

た、教材の手直しや編集も簡単にできるようになる。 

・ＩＣＴ教材を教員間で共有することで、授業準備の時間が少なく 

なる。 

・プリントなどを配付、回収する時間を短縮できる。 

・児童・生徒の課題をデータとして残すことができ、指導・評価に 

活用することができるようになる。 

・欠席した児童・生徒や不登校の児童・生徒などに対して、配付物などをデータで

送付することができるようになる。 

・面談などをオンラインでも実施できるようになり、保護者の仕事の都合などに対

応しやすくなる。 



- 3 - 
 

２ ＩＣＴを有効に活用するための環境調査・環境整備     
 

１人１台端末の整備とともに、周辺環境の調査や整備を進めなければ、「よし！みんなで

使ってみよう！」と教材を準備しても、「あれ？うまくいかないな…」「使ってみようとし

たけど、○○がない…」など、用意した教材が児童・生徒の学びにつながらないことも考

えられます。 

次のチェックリストは、実際にＩＣＴを授業などで日常的に使うとき、教員や児童・生

徒が安心して気持ちよくＩＣＴを活用するための参考例です。各学校でも、実情に応じた

チェックリストを作成し、準備を進めましょう。 

 

≪ＩＣＴ活用のためのチェックリスト≫ 

 

□ パソコンやタブレット端末の保管場所や保管方法が決められているか。 

□ プロジェクター、書画カメラ、ヘッドセット、ケーブル類、電源コードなどが十分

に準備されているか。 

□ 上記の周辺機器の保管場所や使用ルール（予約表など）が決められているか。 

□ スクリーンや電子黒板、教室等の明るさを調整するための遮光カーテンなどが準備

されているか。 

□ 学校の通信容量は児童・生徒が同時にインターネットに接続できる状態か。 

□ 支援を必要とする児童・生徒に対してのアプリなどが用意されているか。 

（日本語支援を必要とする児童・生徒、文字の拡大が必要な児童・生徒、 

ルビ（読み上げ）が必要な児童・生徒など） 

□ 児童・生徒の健康面への影響を考慮し、使用時間や、使用時の姿勢などの指導事項

が決められているか。 

□ 児童・生徒のＩＣＴ端末の使用ルール、情報モラルなどの指導事項が決められて 

  いるか。 
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ＩＣＴ活用のための教室環境の改善方策のイメージ 

 

 

 

文部科学省 「児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するための 

ガイドブック（令和４年３月改訂版）」Ｐ３（右二次元コード参照） 
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カーテンによる映り込みの防止 

  電子黒板を授業で利用する場合は、明るさを調整できるように、通常のカーテンだけ

でなく、厚手のカーテンや遮光カーテンのように太陽光を通しづらいものを設置し

ます。 

  教室によっては、廊下側からの光によっても電子黒板の画面への映り込みが発生す

る場合があるので、廊下側にもカーテンを設置するなど、状況に応じて適切に対応し

ます。 

  児童・生徒自身が自分の判断でカーテンを開け閉めして、明るさの調整ができるよう

に指導します。 

 
 

 

照明環境への配慮 

  児童・生徒の目の疲労の軽減の観点から、基本的に照明は点けて利用するのが望まし

いですが、電子黒板周辺の証明を消すことで、電子黒板への光の反射が軽減すること

もあるため、状況に応じて適切に対応します。 

  電子黒板への映り込みを軽減するために、証明設備を改修する際には、天井の照明は

むき出しにせず、間接照明などの反射防止策を施すことも考えられます。 

 

  

教室の明るさに関する留意事項 
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電子黒板の画面への映り込みの防止 

  窓及び廊下側からの太陽光や照明の光などで電子黒板の画面が反射するのを防ぐた

めに、電子黒板を窓に背を向けるように角度をつける、電子黒板の設置位置を窓から

離すように移動させるなど、配置場所を工夫します。 

  配置場所の工夫だけでは画面の反射を防止することが難しい場合は、反射防止用の

専用フィルタを画面に取り付けることも対策の一つです。 

  照明は点けて利用することが望ましいことから、証明を点けた状態でも十分な明る

さを確保できるように電子黒板の画面の明るさを調整します。 

  電子黒板の設置位置の調整だけでは対応できることが限られるので、教員から児童・

生徒に、電子黒板が反射せず見やすい位置に机やいすを移動するよう促すことも必

要です。 

 
 

 

 

文字の見やすさへの配慮 

  明るい背景に濃い文字で表示するポジティブ表示（例：白地に紺色・黒色等）は、紙

の教科書と同じコントラストであり、電子黒板の画面の反射防止にも有効で見やす

くなります。 

  教室の最後部に座る児童・生徒にも見やすいように、電子黒板に表示する情報量を最

小限に絞り、拡大機能を利用するなどして、文字の大きさを考慮します。 

  最前列の児童・生徒は、画面全体が見えにくい場合があるため、電子黒板と最前列の

児童・生徒の机の距離を一定程度離します。 

 

 

 

電子黒板への画面への映り込み防止の留意点 
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姿勢に関する指導 

  児童・生徒の姿勢が悪い場合は、タブレットＰＣの置き方を工夫しても、画面が見

えにくいため、まずは児童・生徒の姿勢がよくなるように指導します。 

  机と椅子が児童・生徒の体格に合っていないと姿勢が悪くなるので、机と椅子の高

さを児童・生徒の成長も考慮して適切に調整します。 

  教科書、ノートに加えてタブレットＰＣを使って授業を行う場合、机の面積が狭い

ために児童・生徒が無理な姿勢で作業を行うことがあります。授業の進行に応じ

て、利用しない教材・教具を随時片付けるように指導します。 

  目とタブレットＰＣの画面との距離は、30ｃｍ以上離すように指導します。 

 

タブレットＰＣの画面への映り込みの防止 

  児童・生徒の姿勢がよい場合は、児童・生徒の視線とタブレットＰＣの画面を直交

する角度に近づけることで画面が見やすくなるため、そうなるようにタブレットＰ

Ｃの角度を調整するよう指導します。 

  座席位置によって照明の具合が異なることから、画面の反射や画面への映り込みを

防止するために、児童・生徒が自分でタブレットＰＣの画面の角度や明るさを調整

できるよう指導します。 

  タブレットＰＣの画面に反射防止用フィルタを取り付けることにより、画面の反射

を軽減できるだけでなく、破損時の安全性の向上も図れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使いやすさへの配慮 

  部屋の明るさに合わせて、端末の画面の明るさを調整することで画面を見やすくす

るなど、児童・生徒自身で操作性の向上を図れるよう配慮します。なお一般的に

は、夜に自宅で使用する際には、昼間に学校の教室で使用する際よりも、明るさ

（輝度）を下げることが推奨されています。 

  発表、グループ作業などにより児童・生徒が同じ姿勢を長時間続けないようにす

る、長時間にわたり電子黒板やタブレットＰＣの画面を児童・生徒が注視しないよ

うにするなど、目や身体の疲労を軽減するように授業の実施方法を工夫することも

考えられます。30 分に１回は、20 秒以上、画面から目を離し遠方を見るように

指導しましょう。 

 

  

タブレットＰＣを利用する際のポイント 
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東京都渋谷区が作成したタブレット活用のルール例 

○○学校
が っ こ う

『タブレット活用
かつよう

のルール』について 
 

令和
れ い わ

２年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 

 

学 習
がくしゅう

内 容
ないよう

をよく理解
りかい

し、より豊
ゆた

かな学
まな

びにしていくために、タブレットを上 手
じょうず

に活 用
かつよう

していくことが

大 切
たいせつ

です。タブレットはみなさんの 学 習
がくしゅう

に役立
や く だ

てるための道具
どうぐ

です。便利
べんり

な道具
どうぐ

ですが、心 配
しんぱい

されること

もたくさんあります。 

そのため、○○学 校
がっこう

は、『タブレット活 用
かつよう

ルール』を定
さだ

めました。全 校
ぜんこう

児童
じどう

（生徒）でこのルールを守
まも

り、タブレットを「安 心
あんしん

・安 全
あんぜん

・快 適
かいてき

」に活 用
かつよう

していきましょう。 

 

１ 目 的
もくてき

 

 ・学 校
がっこう

で貸し出す
か  だ  

タブレットは、 学 習
がくしゅう

活 動
かつどう

のために使
つか

うことが目 的
もくてき

です。 学 習
がくしゅう

活 動
かつどう

に関
かか

わること

以外
いがい

に使
つか

ってはいけません。 

 

２ 使用
しよう

する場面
ばめん

 

 ・学 校
がっこう

と家庭
かてい

以外
いがい

では使用
しよう

しません。 

 ・登
とう

下 校 中
げこうちゅう

は、タブレットをかばんから出
だ

しません。 

 ・使
つか

う時間
じかん

が決
き

まっています。 

   低 学 年
ていがくねん

…午前
ごぜん

〇時
じ

から午後
ご ご

〇時
じ

まで 

   中 学 年
ちゅうがくねん

…午前
ごぜん

〇時
じ

から午後
ご ご

〇時
じ

まで 

   高 学 年
こうがくねん

…午前
ごぜん

〇時
じ

から午後
ご ご

〇時
じ

まで 

 ・なくしたり、ぬすまれたり、落
お

としてこわしたり、水
みず

にぬらしたりしないように 十 分
じゅうぶん

に気
き

をつけます。 

 ・もったまま走
はし

ったり、じめんにおいたりしない。 

 ・カバンの下
した

においたり、カバンの底
そこ

に入
い

れたりしない。 

 ・水
みず

をかけたり、しっけの多
おお

いところでは使
つか

わない。また、日 光
にっこう

の下
した

やストーブの近
ちか

くなどには 

おかない。 

 ・ゆびでふれる、または、専 用
せんよう

ペンを使
つか

うようにする。えんぴつやペンでふれたり、落書
らくが

きしたり、 

じしゃくをひっつけるなどは絶 対
ぜったい

にしない。 

 

３ 学 校
がっこう

で使
つか

う場合
ばあい

 

 ・学 校
がっこう

でタブレットを使
つか

うときは、先 生
せんせい

の指示
し じ

をよく聞
き

きます。 

 ・休
やす

み時間
じかん

や放課後
ほ う か ご

に使
つか

うときも、先 生
せんせい

がみとめたこと以外
いがい

に使
つか

いません。 

 

４ 家庭
かてい

で使
つか

う場合
ばあい

 

 ・使用
しよう

する時間
じかん

は家
いえ

の人
ひと

とよく話
はな

し合
あ

い、長 時 間
ちょうじかん

使用
しよう

せず細
こま

かく 休
きゅう

けいしながら使
つか

います。 

 ・ 就 寝
しゅうしん

する３０分 前
ふんまえ

は使
つか

いません。 

 ・自宅
じたく

に持
も

ち帰
かえ

った後
あと

に学 校
がっこう

へ持
も

ってくるときは、自宅
じたく

で 十 分
じゅうぶん

に 充 電
じゅうでん

しておきます。 

 各学校でのルール作りでは、児童・生

徒や保護者と協力してルールを考えるな

ど、児童・生徒が主体的に、そして安

心・安全にＩＣＴ端末を扱えるように、

よりよい活用の方法を考えましょう。 
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５ 保管
ほかん

 

 ・学校
がっこう

での保管
ほかん

は、各 教 室
かくきょうしつ

の 充 電
じゅうでん

保管庫
ほ か ん こ

に入
い

れます。 

 ・家庭
かてい

で保管
ほかん

するときは、家
いえ

の人
ひと

の目
め

の届
と

くところにおいておきます。 

 

６ 健康
けんこう

のために 

 ・タブレットを使用
しよう

するときには、正
ただ

しい姿勢
しせい

で、画面
がめん

に近
ちか

づきすぎないように気
き

をつけます。 

 ・３０分
ふん

に一度
いちど

は遠
とお

くの景色
けしき

を見
み

るなど、ときどき目
め

を休
やす

ませます。 

 

７ 安全
あんぜん

な使用
しよう

 

 ・インターネットには制限
せいげん

がかけられていますが、もしもあやしいサイトに入
はい

ってしまったときはす

ぐに画面
がめん

を閉
と

じ、先生
せんせい

に知
し

らせます。 

 

８ 個人
こじん

情 報
じょうほう

等
など

 

 ・自分
じぶん

のタブレットを他人
たにん

に貸
か

したり、使
つか

わせたりしません。 

 ・自分
じぶん

や他人
たにん

の個人
こじん

情 報
じょうほう

（名前
なまえ

や 住 所
じゅうしょ

、電話番号
でんわばんごう

など）はインターネット 上
じょう

に絶対
ぜったい

に 

上
あ

げません。 

 ・相手
あいて

を傷
きず

つけたり、いやな思
おも

いをさせたりすることを絶対
ぜったい

に書き込
か  こ

みません。 

 

９ カメラでの撮影
さつえい

 

 ・先生
せんせい

が許可
きょか

した時
とき

以外
いがい

でカメラは使
つか

いません。 

 ・カメラで誰
だれ

かを撮影
さつえい

するときは、勝手
かって

に撮
と

らず、 必
かなら

ず撮影
さつえい

する相手
あいて

の許可
きょか

をもらいます。 

 

１０ データの保存
ほぞん

 

 ・学校
がっこう

のタブレットで作
つく

ったデータやインターネットから取り込
と  こ

んだデータ（写真
しゃしん

や動画
どうが

など）は、

学 習
がくしゅう

活動
かつどう

で先生
せんせい

が許可
きょか

したものだけ保存
ほぞん

します。 

 

１１ 設定
せってい

の変更
へんこう

 

 ・先生
せんせい

や修理
しゅうり

する人
ひと

が使
つか

いにくくなるので、デスクトップのアイコンの並び方
なら かた

や位置
い ち

、背景
はいけい

の画像
がぞう

、

色
いろ

などのタブレットの設定
せってい

は、勝手
かって

に変
か

えません。 

 

１２ 不具合
ふ ぐ あ い

や故障
こしょう

 

 ・学校
がっこう

で、タブレット本体
ほんたい

やインターネットが使
つか

えなくなって、再起動
さいきどう

しても元
もと

にもどらないとき

は、すぐに先生
せんせい

に知
し

らせます。 

 ・家庭
かてい

でこわれたり、なくしたりした時
とき

は下記
か き

のところに電話
でんわ

します。 

 

  TEL ○○－○○○○－○○○○         対応
たいおう

時間
じかん

 〇：○○～〇：○○ 

      （土日・祝日除く） 

 

１３ 使用
しよう

の制限
せいげん

 

 ・○○学校
がっこう

『タブレット活用
かつよう

のルール』が守
まも

れないときは、タブレットを使
つか

うことができなくなり

ます。 
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３ ＩＣＴを活用した学校等での学習                 
 

（１）ＩＣＴを活用した学習場面 
１ページにも記載しましたが、１人１台端末をどのような場面でどのように活用するの

が児童・生徒の学びにとって有効でしょうか。ＩＣＴを活用した学習場面を、「A 一斉

学習」「B 個別学習」「C 協働学習」の３つの場面に分けて考えましょう（下図「学び

のイノベーション事業」実践研究報告書（平成 26 年）参照）。 

 

 

A の一斉学習では、指導用端末と大

型提示装置を連携させることにより、

教員の板書や資料提示の時間の短縮、

児童・生徒用のＩＣＴ端末への教材配

信によるノートに書き写す時間の短縮

などができ、児童・生徒の対話的な学

習や思考を深める学習などに、多くの

時間を使えるようになり、教員が机間

指導する時間も増やすことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B の個別学習では、児童・生徒がＩＣＴ端末での情報検索や、発表資料等をまとめるこ

とが日常的にできるようになります。また、学習記録をデータとして蓄積することができ、

振り返りなどに活用できます。さらに、家庭学習で予習や復習に活用することにより、主

体的な学びを支えることができます。 

 



- 11 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

C の協働学習では、「学習支援ソフト※」が合わせて整備されると、教員と児童・生徒、

または、児童・生徒同士の発表や書き込みなどの集約・提示が容易になり、速やかな思考

の共有を図ることができ、協働的で深い学びにつなげることができます。また、密な状況

が生まれやすい対話的な学習など、新しい生活様式において配慮が必要な活動も、ＩＣＴ

端末を活用（データ共有機能やチャット機能）することで行うことができます。 

 

 

さらに、ＩＣＴ端末に付属する様々な機能（カメラによる画像や動画の記録、マイクや

スピーカーによる音声の出入力 など）や、プロジェクターなどの周辺機器を、A～C の

学習場面と組み合わせることで、多くの学びがつくりだされます。 
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「C 協働学習」においては複数人でのファイル編集や、各端末へのファイルの送受信な

ど、学習支援ソフトの整備が必要な場合があります。学習支援ソフトの導入については、

市町村教育委員会や各学校での検討が必要（費用・セキュリティ対策など）になります。 

まずは、「A 一斉学習」や「B 個別学習」において、ＩＣＴを活用できるようにするこ

とが重要です。児童・生徒の実態に応じて、個別学習や繰り返し学習、学習内容の習熟の

程度に応じた学習、児童・生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的

な学習などの学習を取り入れるなど、個に応じた指導をさらに充実していくことが可能に

なります。 

その際には、教員が、教材を自らつくりだすことにこだわらず、既存の教科書出版社な

どが提供するデジタルコンテンツ、動画教材（P25～P28 参照）、フリーソフトなども利

用しましょう。 
 

アクティブ・ラーニングの視点に立った学習プロセスにおける ICT の効果的活用の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中央審議会答申（平成 28 年 12 月 21 日）別紙３－１ 

【※学習支援ソフトとは】 

・アンケート回答の集計   

・ワークシートを共有し、複数人で編集できる共同作業   

・授業者や児童・生徒の端末画面を共有するリアルタイム画面共有  

・デジタル化した教材や資料の児童・生徒端末への配付 
 
などの機能を有するもの 
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（２）各教科等におけるＩＣＴの活用例 

 

令和２年９月に文部科学省が示した「各教科等の指導におけるＩＣＴの 

効果的な活用について」（右二次元コード参照）から、各教科等における 

ＩＣＴの活用例を見てみましょう。小・中・高等学校、教科を問わず参考と 

することで、授業に使えるヒントが見つけられます。 

また、各学校では、日々の授業の中で、教員同士が互いにＩＣＴの活用 

場面を見合い、学び合うことが重要です。それぞれの授業での実践例を、記録 

に残したり、校内研究会で報告したりして、学校全体で共有していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次元コードからこのページへ！ 
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≪国語≫ B４…表現・制作 C1…発表・話合い カメラ機能の活用 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の例として、A～C のＩＣＴを活用

した学習場面に対応しています。 
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≪社会≫ B1…個に応じる学習 B３…思考を深める学習 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪算数・数学≫ A1…教材の提示 B1…個に応じる学習 拡大機能の活用 など 
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≪理科≫ B１…個に応じる学習 B2…調査活動 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪音楽≫ B１…個に応じる学習 B3…思考を深める学習 録音再生機能の活用 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 人１台に

なったら… 
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≪図画工作・美術≫ B1…個に応じる学習 B4…表現・制作 プロジェクターの活用 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪体育・保健体育≫ B1…個に応じる学習 カメラ機能の活用 など 
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≪技術分野≫ A１…教員による教材の提示 C1…発表や話合い など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪家庭分野≫ A1…教員による教材の提示 B1…個に応じる学習 B4…表現・制作 など 
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≪生活≫ B1…個に応じる学習 C1 発表や話合い など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪外国語・英語≫ A1…教員による教材の提示 C2 協働での意見整理 など 

（※学習支援ソフトとしてロイロノートを活用） 
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≪特別の教科 道徳≫ C1…発表や話合い C2…協働での意見整理 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪総合的な学習≫ A、B、C の複合的な学習  
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≪全体概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 
 

令和２年 12 月から文部科学省ＨＰ「StuDX Style」（右二次元コ

ード参照）に、各教科等における１人１台端末の活用をはじめ、家庭

との連絡や校務のデジタル化等、自治体や学校の実践事例等を集約・

情報発信されています。 

また、GIGA スクール構想推進に係る情報、活用事例や対応事例等

について、タイムリーに情報提供を図るために「GIGA StuDX メー

ルマガジン」も配信されています。これらを活用して積極的に情報収

集を行い、自身の実践に取り入れてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次元コードからこのページへ！ 
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４ ＩＣＴを活用した家庭等での学習              
 

学校では、児童・生徒が家庭等において、自分の理解に合わせ、いつでも自由にＩＣＴ

を活用しながら、予習、復習等の学習を進めることができるよう指導・支援を行うことが

重要です。 

また、新型コロナウイルス感染症により、臨時休業や学級閉鎖等の措置がされた場合等

に備え、オンライン学習等により学びの機会を保障する必要があります。学校では、迅速

な対応がとれるように、次のチェックリストを参考とし、各校の実情に応じた準備を進め

ましょう。 

（１）オンラインによりＩＣＴを有効に活用するための学校・家庭の環境調査 

□ 学校で用いるＩＣＴ端末は、学校外でインターネットと接続可能か。 

□ 児童・生徒の家庭で、パソコンやタブレット、スマートフォンなどのインターネッ

トに接続でき、学習に専有できる端末を所持しているか。 

□ 学校、児童・生徒の端末で WEB 会議システム（Zoom、Google Meet など）が使

用可能か。 

□ 児童・生徒の家庭に、安定的にインターネットが利用できる環境が整備されている

か（Wi-Fi など）。 

□ WEB 会議システム等を用いた通信テストを学校と各家庭間で行い、通信状況や家

庭での機器の状況等、オンライン通信での課題を把握できているか。（通信テストを

重ねることで改善点（全体、学校、家庭）を見いだす。） 

□ オンラインで課題のやり取りができるオンラインストレージや共有ドライブ、LMS

（Learning Management System : Google classroom、MetaMoji ClassRoom、

ロイロノートなど）が準備されているか。 

 

※電子メールの活用などで課題のやり取りは可能ですが、LMS が整備されている

と、多くの操作が１つのシステムでできるようになります。 

 

 

（２）オンラインでの学習形態 

オンライン学習の主な形態は、リアルタイム（同期）型とオンデマンド（非同期）型が

あり、リアルタイム型では、教員が授業を実施する時間に合わせて、児童・生徒は授業を

受けることになります。オンデマンド型では、あらかじめ録画した動画や資料、課題など

を配信し、児童・生徒が、いつでも動画を視聴したり、課題に取り組んだりすることがで

きます。 

・リアルタイム型のオンライン学習を実施するには、一般的には WEB 会議システムを利 

用し、カメラを接続した指導用端末を用いて、授業者や板書、授業者の端末画面を全体で

共有します。 

・オンデマンド型のオンライン学習では、事前に撮影した授業動画を編集して動画サイト

等を利用し視聴者を限定して公開したり、WEB 会議システムで録画したリアルタイム

型のオンライン学習を共有したりする方法があります。 



- 24 - 
 

例）オンライン学習の実施に向けての準備 

 
文部科学省 新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の 

学習保障に向けたカリキュラム・マネジメントの取組事例について 

【令和２年７月３１日：第２弾】11 ページ 

（以下取組事例７月版という 右二次元コード参照） 

 

（３）オンライン学習のポイント 

・新型コロナウイルス感染症により、臨時休業の措置がされた場合等に備え、「４－（１）

オンラインによりＩＣＴを有効に活用するための学校・家庭の環境調査」（19 ページ）

を参考に児童・生徒の家庭のＩＣＴ環境を把握しましょう。 

・リアルタイム型のオンライン学習の実施に当たっては、通常の授業に比べ児童・生徒の

反応が見えにくいことから、WEB 会議システムの挙手機能やチャット機能を活用して

質問を受け付けたり、授業後もメールや電話などで質問を受け付けたりするなど、WEB

会議システムの機能の習熟や工夫により、児童・生徒の理解度を把握することが必要で

す。 

・オンデマンド型のオンライン学習の教材作成に当たっては、５分から 10 分程度の短い

時間で児童・生徒に身に付けてほしい基礎的な知識・技能等を説明するとともに、知識・

技能をどのように活用して課題等の学習に取り組むのか説明するなど、児童・生徒が自

ら学習に取り組みやすいような工夫を行うことが必要です。 

・授業での活用だけではなく、全校集会、教育相談、三者面談など、日常的なオンライン

形式でのＩＣＴの活用を進めることで、教員自身がスキルを磨いていきましょう。 
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例）オンライン学習実施に際しての工夫と継続的な活用 

 
（取組事例７月版 12 ページ） 
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（４）オンライン学習での留意事項 

①授業目的公衆送信補償金制度について 

授業目的公衆送信補償金制度は、2018年５月の法改正で創設された制度です。従来

の著作権法では、学校等の教育機関における授業の過程で必要かつ適切な範囲で、著作

物等のコピー（複製）や遠隔合同授業における送信（公衆送信）を、著作権者等の許諾

を得ることなく、無償で行うことができました（いずれの場合も著作権者の利益を不当

に害する利用は対象外）。 

2018年の法改正では、ＩＣＴを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、

これまで認められていた遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うこと

で、無許諾で行うことが可能となりました。 

具体的には、2020年４月28日の法施行後は、学校等の教育機関の授業で、予習・

復習用に教員が他人の著作物を用いて作成した教材を、生徒の端末に送信したり、サー

バーにアップロードしたりすることなど、ＩＣＴの活用により授業の過程で利用するた

めに必要な公衆送信について、個別に著作権者等の許諾を得ることなく行うことができ

るようになりました。 

ただし、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、利用にあたっ

て教育機関の設置者は、文化庁長官が唯一指定する、一般財団法人授業目的公衆送信補

償金等管理協会（SARTRAS）に補償金を支払うことが必要となっています（年度当初

の臨時休業等の対応として、令和２年度に限り無償）。 

（一般財団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 SARTRAS  

右二次元コード参照） 
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取扱いに注意が必要な課題等 

・総括評価である評定 ・観点別学習状況の評価 ・定期テスト 

・日常的に行われる小テスト ・評価が書きこまれたレポート など 

※市町村ごとの個人情報の取扱いに則った運用をしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（文化庁 コロナ時代における教育のデジタライゼーションに対応した 

著作権制度について令和２年10月７日 右二次元コード参照（発表資料１）） 
 

著作物利用にあたってのNG例 
×客観的に見て授業に必要な部分、部数等を超えること。 

×購入が前提の副教材などを複製、公衆送信すること。 

×有料での視聴が必要な教育動画サイトなどの映像を 

授業で用いたり、公衆送信したりすること。 

 ×授業以外（保護者会、職員会議など）で複製、公衆送信すること。 

×著作物が含まれた映像や画像を、不特定多数が視聴できる（パス 

ワードなどを設定しない）状態で公開すること。     など 

 

②オンライン学習での課題の取扱いについて 

・提出された課題に関しては、添削による指導等を行うことで児童・生徒の学習状況を把

握し、その状況を観点別に評価し、適切な機会を捉えて児童・生徒にフィードバックす

ることにより、学びの改善を図るようにします。 

・オンラインで課題等のフィードバックをする際には、児童・生徒の情報が他の児童・生

徒に漏えい等することがないよう、その取扱いに十分留意する必要があります。 
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③情報モラル教育の充実 

 ＩＣＴを活用した学習が進む中で、児童・生徒が自他の権利を尊重し、情報社会での行

動に責任をもつとともに、犯罪被害を含む危機を回避し、情報を正しく安全に利用できる

ようにするために、各学校における情報モラル教育は極めて重要になります。 

 学習指導要領解説総則編において、情報モラルは、『情報社会で適正な活動を行うための

基になる考え方と態度』と記載されており、具体的な内容や学習活動としては以下のよう

なものが考えられます。このような学習活動を通じて、児童・生徒に情報モラルを確実に

身に付けさせるようにすることが必要であり、その際、情報の収集、判断、処理、発信な

ど情報を活用する各場面での情報モラルについて学習させることが重要です。 

情報モラル教育の具体的な内容 学習活動 

他者への影響を考え、人権、知的財産権な

ど自他の権利を尊重し情報社会での行動に

責任をもつこと 

・情報発信による他人や社会への影響につ 

いて考える学習活動 

・ネットワーク上のルールやマナーを守る

ことの意味について考える学習活動 

・情報には自他の権利があることを考える

学習活動 

犯罪被害を含む危険の回避など情報を正し

く安全に利用できること 

・情報には誤ったものや危険なものがある

ことを考える学習活動 

・情報セキュリティの重要性とその具体的

対策について考える学習活動 

コンピュータなどの情報機器の使用による

健康との関わりを理解すること 

・健康を害するような行動について考える

学習活動 

 

文部科学省 「教育の情報化に関する手引き—追補版— 

（令和２年６月）」の２章（右二次元コード参照） 

 

 

 

≪情報モラル教育参考資料≫ 

〇児童・生徒向け啓発資料 

・「インターネットをつなぐとき守ってほしい、大切なこと」 

・「ちょっと待って！スマホ時代のキミたちへ～スマホやネットばかりになっていない？～」 

 

〇教員向けの指導資料等 

・情報科社会の新たな問題を考えるための教材 

＜児童生徒向けの動画教材、教員向けの指導手引き＞ 

・情報モラル実践事例集 など 

 

文部科学省 「教育の情報科の推進 情報モラル教育の充実」 

（右二次元コード参照） 
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④学校と保護者等との共通理解 

児童・生徒に対し、安心・安全に利用するための使用ルールなどを指導するだけでなく、

家庭等での学習に向けて、保護者や地域の方々など関係者にも理解と協力を得ながら、児

童・生徒が安全・安心に端末を利用できる環境を整えることが重要です。このため、ＩＣ

Ｔの活用に当たり、学校と保護者等との間で共通理解を図っておくことが望ましいポイン

トを、事前に確認しておきましょう。 

文部科学省 「GIGA スクール構想の下で整備された１人１台端末の 

積極的な利活用等について（通知）」（令和３年３月 12 日） 

別添１～３より抜粋（右二次元コード参照） 

 

≪学校と保護者等との間で共通理解を図っておくことが望ましいポイント例≫ 

〇児童・生徒が端末を扱う際のルールについて 

□ 使用時間を守る 

□ 端末・アカウント（ID）・パスワードの適切に取り扱う 

□ 不適切なサイトにアクセスしない 

□ インターネット上のファイルには危険なものもあるので、むやみにダウンロードし

ない 

□ アプリケーションの追加／削除、設定の変更は、学校設置者・学校の指示に沿って行

う 

□ 学習の目的以外では使わない 等 

 

〇健康面への配慮について 

□ 端末を使用する際によい姿勢を保ち、机と椅子の高さを正しく合わせて、目と端末の

画面との距離を 30ｃｍ以上離す 

□ 長時間にわたって継続して画面を見ないように、30 分に１回は、20 秒以上、画面

から目を離して、できるだけ遠くを見るなどして目を休める 等 

 

〇端末・インターネットの特性と個人情報の扱い方について 

□ 本人の許可を得ることなく写真を撮ったり、録音・録画したりしない 

□ 児童・生徒が自分や他人の個人情報（名前、住所、電話番号、メールアドレスなど）

を、誰もがアクセスできるインターネット上に不用意に書き込まない 

□ 他人を傷つけたり、嫌な思いをさせることを、 

ネット上に書き込まない 等 

 

〇トラブルが起きた場合の学校、保護者、児童・生徒の情報共有の仕組みについて 

□ 端末持ち帰り時の故障、破損、盗難時等の対応手順や連絡先を教職員、 

保護者、児童・生徒にわかるように示しているか 

□ セキュリティ問題（情報漏えいなど）やインターネット利用に関するトラ 

ブルが発生した際の連絡先や相談先（ネットいじめ等が発生した場合の 

対応フローなど）を教職員、保護者、児童・生徒にわかるように示しているか 等 
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５ 児童・生徒一人ひとりの状況に応じた学習          
 社会の変化に伴い、学校での教育活動も日々、変化と進化を続けています。その中で、

児童・生徒の多様な状況の変化への対応が必要になります。 

ＩＣＴの活用により、様々な理由で、今まで一斉に学習することが困難だった児童・生

徒への、学びの機会が提供できるようになっていきます。個々の状況に応じた学習の取組

事例を以下に示しているので、ＩＣＴが児童・生徒にとって、学びを保障するツールとな

るように、保護者とも協力し、学校の実情に応じた取組を進めましょう。 

 

・学習指導員等によるティーム・ティーチング（T.T）や別室での個別指導、放課後の補習

などの実施。オンライン形式での別室や家庭での授業視聴など、一斉授業と同じ学習機

会を保障する。 

・WEB 会議システム等を活用し、不登校や支援を必要とする児童・生徒と教員、スクール

カウンセラー（SC）とのやり取りや、別室登校児童・生徒と学級の児童・生徒とのやり

取りを行う。 

 

文部科学省 「教育の情報化に関する手引き 

—追補版—（令和２年６月）」の７章（右二次元コード参照） 
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オンラインで授業を配信する際の留意点 
オンラインで授業を配信するには、学校は、著作権や肖像権の保護等の観点か

ら、動画を配信する側と視聴する側が、それぞれしてはいけないことや配慮すべき

こと、留意点等を明確にし、文書や面談を通して、児童・生徒、保護者に対して説

明することが必要です。 

授業の配信における留意点 

・授業の配信方法について 

 →授業の配信方法を誤ると、児童・生徒、教員の個人情報が第三者に公開されて

しまう危険性があります。授業の配信においては、著作権や肖像権保護の観点

から、あらかじめ決められた児童・生徒だけが授業を視聴することができるよ

うに、十分留意する必要があります。 

→WEB 会議システムへの参加者や、動画共有サイトの公開範囲（オンデマンド 

型の場合は公開期間も含む）を、授業者の受け持つクラスの児童・生徒に限定 

するなど、適切に設定することが必要です。 

 

児童・生徒や保護者から同意を得るべきこと 

・配信が可能な教科、時間、配信方法など 

 →授業を配信するにあたり、学校と保護者、児童・生徒との面談等により、児

童・生徒の状況に応じて、指導・評価の計画を立てましょう。併せて、各学校

の実情に応じて、配信可能な教科、時間、配信方法などを説明し、児童・生

徒、保護者が納得して学習を進められるようにすることが重要です。 

・配信される授業における肖像権等について 

→配信された授業動画等を撮影、録画、録音したり、SNS や動画共有サイトにア 

ップロードしたりすることは、授業が第三者の目にふれる可能性を高めるとと

もに、肖像権の侵害や著作物の目的外利用につながります。情報モラルの観点

から、このような行為は許されないことを、児童・生徒、保護者に説明する必

要があります。 

→個々の事情（体調面の理由などで授業のすべてをリアルタイムで見ることがで 

きない など）で動画等の保存が必要な児童・生徒については、事前に面談を

行い、視聴後に動画を削除することに同意を得るなど、個別に対応するように

しましょう。 

 

 

≪参考 HP≫  

日本大学商学部 広報誌 Kinuta デジタル 

CLOSE UP K!nuta 

「ここに気をつけよう！遠隔授業での NG 行為」 

（右二次元コード参照） 
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端末の持ち帰りや利用についての同意書の例 
相模原市 奈良市 

福生市（表） 福生市（裏） 

 

文部科学省 「GIGA スクール構想の下で整備された１人１台端末の 

積極的な利活用等について（通知）」（令和３年３月 12 日） 

参考資料より抜粋（右二次元コード参照） 
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６ ＩＣＴを活用した指導力向上に向けての取組              
学校全体で効果的にＩＣＴを活用する上では、ＩＣＴを熟知した教員だけに業務が集中

しないことが大切です。そのためには、多くの教職員がＩＣＴを扱うことができるように

基本的なスキルを共有する必要があります。 

・ＩＣＴを熟知した教員だけに業務が集中しないように、校内でＩＣＴチームをつくり、

業務の分担を図る。 

・校内研修を行い、機器の使用方法を共有する場を設ける。 

（参考資料：兵庫県教育委員会作成研修プログラム 右二次元コード参照） 

・教員同士で授業を見合い、改善点などを共有する。 

・市町村教育委員会がＩＣＴ支援員などを講師として派遣し、講習を行う。 

・市町村教育委員会が提供する SNS グループでの学校を超えた意見交換を行う。 

・小・中学校でワーキンググループをつくり、ＩＣＴの活用方法や課題を共有する。 

・共有フォルダなどを用いて、作成したＩＣＴ教材（プレゼンテーションソフトや実践

事例など）を学校間でも共有できるようにする（副教材などの著作権に十分配慮する）。 

次は、上記の取組事例を踏まえた、ある中学校の実践事例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ活用までの道のり～県内のある中学校の取組～ 

・研究テーマにＩＣＴ活用を掲げる→「とにかく、授業で使ってみる！」 

・各授業で実践したＩＣＴの活用場面を簡単な記録として全体会で共有 

する。 

・ＩＣＴを扱う授業は事前に全体にアナウンスし、教員が自由に授業を 

見学できるようにする。 

・ＩＣＴ端末や周辺機器の不具合、ＩＣＴを使って気づいたことなどは何でも、Ｉ

ＣＴ担当チーフに集約し、業者対応が必要なものは教頭が窓口になり対応する。 

・機器の効率的な使い方や問題点、困ったことなど、気づいたことは、各学年の 

ＩＣＴ担当から周知してもらい、解決策などを募集する。 

 例）・授業中インターネットの動画が上手く見られない。 

   →データとして保存すれば、インターネットに接続しなくても視聴できる。 

   ・機材の準備が大変で、ＩＣＴを使うことがためらわれる。 

   →USB や SD カードのデータを直接プロジェクターに投影できれば、タブ

レット端末やパソコンはいらない！（プロジェクターの仕様チェック！） 

 ☆気づいたこと、困ったことを共有すれば、他の教員の実践やアイデアが対応策

として生かされる。→ＩＣＴへの苦手意識がなくなる！ 

・教員がＩＣＴを扱えるようになったら、生徒がＩＣＴ端末を扱う場面を増やし、 

「教員が活用する→生徒が活用する」へとテーマを発展させる。 

取組の結果 

 教員、生徒ともに、ＩＣＴを抵抗なく扱えるようになった。教科・領域等で作成

したＩＣＴ教材を蓄積、共有することで、授業準備の負担も軽減された。黒板に

写真などを貼って授業をしていた教員が、ＩＣＴ端末を持って授業に向かうよう

になった。 
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 ここからは、各自治体や教育機関等における実践事例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 清川村では、令和元年 11 月に、村内すべて

の児童・生徒・教職員に１台のタブレット端末

（iPad）が使用できる環境を整えました。 

 この端末を、児童・生徒が家庭に持ち帰るこ

とができるようにし、臨時休業中の生活と学習

に用いていました。例えば、４月に健康観察の

実施や動画作成及び配信、５月に学習課題の送

付、児童・生徒の学習状況の把握（ドリル等の

添削）などです。また、学校の教育活動の再開

後では授業における活用などを行いました。 

 ＩＣＴ端末を活用した児童・生徒の学習に対

する反応はよく、まるで自分の持ち物であるか

のように大切に扱っているため、端末の破損等

もありません。 

 保護者アンケートにおいては、約９割が「学

習・生活の両面で役立った」と回答しており、

保護者もＩＣＴ端末の有効性が理解されている

と捉えています。一方、一部の保護者からは、

「課題が多すぎる」「動画が長い」等の声があ

ります。特に、小学校第１学年の保護者から

は、操作の難しさに対する指摘もありました。 

 タブレット端末は、あくまでも児童・生徒の

資質・能力を高めるツールとして考えることが

大切です。そのためにも、校内研究会等におい

て、資質・能力を育成するための活用方法を研

究しながら、その可能性を探っているところで

す。今回の新型コロナウイルス感染症対策とい

うこととは別に、村の施策として配備を進めて

きたものであり、今後も積極的に活用していき

たいと思います。 

 現在は、不登校の児童・生徒とのやり取りに

も活用しています。活用にあたっては、情報リ

テラシー教育も同時に進めておく必要がありま

す。 

教員のＩＣＴ活用能力や指導力等の向上を図

るために、年間６回のＩＣＴを活用した授業研

究や、校内研究の中に「10 分間ミニ研修」を

実施しています。また、夏季職員研修におい

て、児童・生徒や教員のプレゼンテーション研

修を実施しました。 

 
臨時休業中の健康観察 

 
国語科の授業で登場人物に関するクイ

ズを出す児童 

 
体育科の授業で互いに跳び箱の演技を

撮影する児童 

 
校内研究（４年理科）ＩＣＴを活用し

た実験 

清川村 
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 松田町では、全学年、全教科でＩＣＴを活用した授業を実施しています。授業の目的

に応じて、１人１台のタブレット端末をはじめ、電子黒板やプロジェクター、デジタル

教科書などのＩＣＴ機器を活用しています。 

 書いたり消したり、表示を大きくしたり小さくしたりすることが、簡単にできるタブ

レット端末であるため、児童・生徒の活動は、以前と比べて活発になっています。また、

動画は手元で繰り返し視聴することができるため、児童・生徒は個々のペースで学習を

進めています。さらに、アンケートや授業の振り返り等にタブレット端末を活用するこ

ともあるので、アンケート用紙などの紛失もありません。現在、家庭学習での積極的な

活用も進めているところです。 

 ＩＣＴを活用した取組には、「自分のペースに合わせて学習できるのがよい」などの

肯定的な反応が見られます。一方で、小学校の保護者からは、「担任によってＩＣＴ活

用の差が出ないようにしてほしい」「メディアリテラシーについて指導してほしい」と

いう要望があります。 

 これらの実践を活かして、今後は、反転学習を進めていきたいと考えています。例え

ば、知識・技能に係る学習は家庭で行い、学校では思考力や判断力を高める学習に時間

をかけるようにすることを目指しています。また、定期テストの過去問題をクラウドに

保存し、生徒が家庭で学習し、学校ではその内容について考える時間とすることや、教

員が作成した動画を視聴して児童・生徒が家庭で学習し、学校ではその内容について思

考力や判断力を高める授業の実践なども検討しています。 

 教員のＩＣＴ活用能力や指導力等の向上を図るために、町内の小・中学校教員を対象

としたＩＣＴ研修を、年間６回行っています。研修の内容は、指導主事や業者による、

町が利用しているソフトウェアの使い方や、対面授業とオンライン授業のハイブリッド

による取組を目指した活用等についてです。また、町内の小・中学校情報教育担当者会

議で、学校における取組み状況の確認も行っています。 

 

 

 

松田町教育委員会ではＩＣＴを活用するため「オ
ンライン学習マニュアル」を作成しています。 
 
主な内容 

０ はじめに 

１ ポジティブ・シンキングを 

２ オンライン学習とは 

３ オンライン学習で使うアプリケーション 

４ オンライン学習の種類 

５ オンライン学習を始める前に準備する 

６ インターネット環境 

７ 学習へのアクセス 

８ オンライン学習にあたっての心がまえ 

９ リアルタイム学習のときの注意 

10 著作権についての注意 

11 家庭学習について 

12 チェックリスト 

 

（https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/12/

onlinemanual2020.html） 

松田町 

https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/12/
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鎌倉市では、令和２年度に１人１台端末としてタブレット端末（iPad）を児童・生

徒・教職員に配付しました。導入した iPad は LTE モデルで、校外活動中も情報共有

しながら学習が進められます。校内のネットワークについては、上流回線は令和３年

度に SINET 接続実証事業に参加し、令和４年度には、市独自で SINET に接続しまし

た。また、下流回線は令和４年度中に１Gbps の専用回線に切り替え予定で、デジタ

ル教科書等の利用で見込まれる通信量の増加に耐えうるよう対応しているところで

す。また、小・中学校の各教室には電子黒板（ミライタッチ）を設置し、ICT 機器を

有効活用した教育活動に取り組んでいます。 

【不登校の児童・生徒への ICT を活用した支援】 

登校できない児童・生徒に対し、オンラインで教室と家庭を繋

ぎ、家庭から授業に参加できる体制を整えました。普通教室での

授業配信のみならず、理科室での実験や、図工室での制作、体育

館での学年集会など様々な場面で、登校している児童・生徒と同

じ活動を行うことができました。移動教室の際は、クラスメイト

が配信用の iPad を運ぶなど、登校している子どもたちもオンラ

イン体制に慣れている様子でした。 

オンライン配信以外にも、授業内容を Google Classroom で配信し、授業進度や

学習内容をいつでも確認できる取組も行いました。授業の板書写真や模範動画の配信

や、Google form を活用した授業内容の配信が主な方法です。Google form での配

信は、授業中の発問や他の生徒の反応等を登録し、回答していくことで授業の内容や

流れがわかるというものです。form の最後に成果物を担当職員に送付することができ

る機能をつけることで、評価材料の回収にも活用できました。また、教室で授業を受

けていた児童・生徒の復習教材としても役立ちました。 

【教職員の ICT 活用能力向上】 

令和２年度に ICT 教育推進担当者会を立ち上げ、各校の代表者で情報共有や研修会

を行ってきました。令和４年度は６回開催し、ICT 機器を活用した授業実践発表、研

究協議を行いました。また、令和３年度から GIGA スクール推進校を指定し、AI ドリ

ルの活用等、ICT 機器を効果的に使用した授業研究や ICT を活用した校務の効率化を

進め、市内で情報提供を行いました。 

さらに、鎌倉市教育センターが主催する情報教育研修会を、令

和３年度～４年度にかけて年２回行いました。各校の教頭と ICT

教育推進担当者が出席し、講師を招いて、タブレットの持ち帰り

等について話し合いを行いました。 

【いじめの相談】 

これまでいじめ相談ダイヤル・いじめ web 相談・電話相談で対応してきました

が、いじめの早期発見・早期対応を目指し、令和３年度から市立学校に在籍する児

童・生徒の iPad に「子ども SOS 相談フォーム」のアイコンを配信し、気軽に相談で

きる環境を整えました。 

【情報モラル教育】 

一般財団法人 LINE みらい財団と連携し、「情報モラル」と「情

報活用能力」の育成や向上を図るための教材「GIGA ワークブッ

クかまくら」を作成しました。子どもたちがワーク形式で学ぶこ

とができる教材として、小・中学校で活用を進めています。 

鎌倉市 
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 総合教育センターでは、小・中学校の初任者研修の一環として、「ＩＣＴを活用した

授業づくり」の講座を設けています。この講座では、ＩＣＴを効果的に活用することを

通して、児童・生徒の実態に応じた授業を実現するための基本的な手法を身に付けるこ

とをねらいとしています。 

 教科指導におけるＩＣＴ活用の効果としては、「興味・関心を高めさせる」「課題をつ

かませる」「思考や理解を深める」「知識の定着を図る」「見通しを持たせる」という、

５点が主なものとして挙げられます。 

 授業は、教科・科目の目標を実現するために行われます。その計画は、学力の３要素

を踏まえ、子どもたちに身に付けさせたい力を明確にして立てられるものです。そこに

ＩＣＴ活用場面を位置付ける際は、その効果を踏まえ、授業のどの場面でどのように活

用すれば効果的か適切に判断することが必要です。あくまでも教科・科目の目標実現を

見据えて活用できるようにし、ＩＣＴを活用すること自体が目的化してしまわないよう

に注意する必要があります。 

 また、教員が分かりやすく教えるためや、児童・生徒が発表したり考えをまとめたり

するためなど、「主体的・対話的で深い学び」の実現のためにも、ＩＣＴは有効に活用

できます。 

 ＩＣＴを活用する主体については、教員が主体の場合と、児童・生徒が主体の場合の

２つの場面が考えられます。「主体的・対話的で深い学び」の実現のため、本研修では

教員が主体の場合で考えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴを活用した授業づくりは、「③授業をつくる」の「主体的な学びを促す学習活

動の工夫をする」の段階で考えていきます。ですから、ＩＣＴ活用から考え始めるので

はなく、この単元等で扱う教材の内容を深く捉え、評価計画や単元等の学習目標を確認

する中で児童・生徒の実態を踏まえた学習活動を設定する必要があります。 

 

 
初任者研修で活用する資料「教育の情報化」の一部 

①年間指導計画を立てる 

・「身に付けさせたい力」

を考える 

・単元等の目標を設定する 

・評価規準を設定する 

 

②指導と評価を計画する 

・１単元等の全体を見通す 

・評価方法、時期を決める 

 

 

 

③授業をつくる 

（１単位時間の構想） 

・目指す姿を明確にする 

・主体的な学びを促す学習

活動の工夫をする 

・「授業の山場」を考える 

県立総合教育センター 
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 神奈川県教育委員会では、令和４年度までに、国の教育振興基本計画に示された「３

クラスに１クラス分程度」の端末整備をめざしつつ、神奈川県立高校らしい BYOD の

取組を検討・実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの本県が導入してきたタブレット PC の仕様を見直し、令和元年度、２年度に 

Chromebook 約 22,000 台を配備しました。（140 校に各 164 台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォンとタブレット型端末の使い分け例 

タブレット型端末の活用が望ましい 

学習活動等の例 

スマートフォンでも可能な 

学習活動等の例 

〇 レポート作成 

〇 ポスター作成 

〇 スライド資料作成 

〇 データ分析・グラフ作成 

〇 プログラミング 

〇 シミュレーション 

〇 動画コンテンツ作成 

〇 アンケート回答 

〇 動画コンテンツ視聴 

〇 簡単な意見表明・共有 

〇 英語スピーチの録音・提出 

〇 実験・発表・表現活動の記録 

〇 創作活動の記録・振り返り 

【ここまでの成果】 

・生徒所有のスマートフォンを無線 LAN に接続し活用できた。 

・ＩＣＴ機器を文房具のように自然に使いこなす学習活動が増えてきた。 

【今後に向けて】 

〇教育現場でのＩＣＴ利活用 ⇒ 止まる（後退する）ことはない 

〇BYOD 端末のさらなる活用 ⇒ 文房具としての地位確立 

〇クラウドのさらなる活用   ⇒ ネットワークが必須（止まらないネットワーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立高等学校 

〇学習者用コンピュータ 
 ３クラスに１クラス分 
 （安価なものでもよい） 
 （できれば BYOD で 1 人 1 台も）

〇全校の回線を集約 
〇超高速インターネット回線 
〇全校の普通教室に無線 LAN 
〇クラウドサービスの積極的な活用 
〇ICT を文房具のように 
    簡単にいつでも使える環境 

めざす姿 

〇学習者用コンピュータは各校   

  20 台程度整備済み 
〇全校の回線を集約 
〇無線 LAN は一部の学校のみ 
〇保存場所はパソコン教室の 
 サーバ又は USB メモリ 
〇ＩＣＴ機器を簡単に使えていない 

平成 30 年度までのＩＣＴ環境 

〇スマートフォンを１人１台使う。 
〇自分の端末なので使い慣れている。 
〇持っていない生徒には、学校の端末

を貸し出す。 
〇使用可・不可の時間帯を 

明確にする。 
〇授業規律の確立。 

令和元年度以降の活用 

〇ほとんどの生徒が所有・持参 
〇授業中は電源を切りカバンの中 
〇生徒の回線を使うので、 

授業中に使わせることは 
ほとんどない。 

平成 30 年度までの 
スマートフォンの扱い 
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